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別表１

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８ その他
事業N0. 趣旨 事業内容 応募団体の要件 補助対象経費の範囲 補助金額 補助率 実施要領

Ⅱ 農山漁村６次産業化対策整備事業

１ 農林漁業者の加工・販売等への取組促進

(1)６次産業化推進整備事業

食と農林漁業の再生推進本部で決定さ １ 農林漁業者団体が自ら行う６次産業化の 取組 六次産業化法第5条の規定に基づく総合 補助対象となる機械・施設は第３の１の農 2,193,979 以内な ６次産業化 ６次産業化1/2
れた「我が国の食と農林漁業の再生のた を行う場合に必要な機械・施設の整備 化事業計画の認定を受けた者又は中小企業 林漁業者団体が自ら行う６次産業化の取組の 千円以内 お、補助の 推進整備事 推進整備事
めの基本方針・行動計画」において 「農 者と農林漁業者との連携による事業活動の 場合は１及びこれと併せて行う２を補助対象 上限額は１ 業実施要領 業補助対象、
山漁村に存在する豊富な資源を有効に活 ２ 農林漁業者団体等と食品産業事業者が連携し 促進に関する法律（平成20年法律第38号。 とし、第３の２の農林漁業者団体等と食品産 億 円 と す （平成２４ 事業事務及
用し ６次産業化を推進することにより て行う６次産業化の取組を行う場合に必要な機 以下「農商工等連携法」という ）第4条 業事業者が連携して行う6次産業化の取組に る。 年４月２０ び補助対象、 、 。
付加価値を向上させ、雇用と所得を生み 械・施設の整備 の規定に基づく農商工等連携事業計画の認 おいて、事業実施主体が農林漁業者団体であ 日付け２３ 事業費の取
出し、農林漁業を更に成長産業化する」 定を受けた者であって、次に掲げる者とす る場合は１及び２を補助対象とし、事業実施 第４０６８ 扱いについ
とされ、６次産業化の市場規模の拡大を る。 主体が食品産業事業者である場合は３を補助 号食料産業 て（平成２
目指すこととされたところである。 対象とする。 局長通知） ４年４月２

しかしながら、景気は依然として厳し １ 農林漁業者団体 ０日付け２
い状況にあり、農林漁業者等の所得も低 農林漁業者３戸以上が主たる構成員又 １ 農林水産物等の加工・流通・販売のた ３第４０６
下する中で、地域資源を活用した農林漁 は出資者となっており、かつ、これらの めに必要な施設 ９号食料産
業者等による新事業の創出等及び地域の 者がその活動を実質的に支配することが （１）農林水産物等集出荷貯蔵のために必 業 局 長 通
農林水産物の利用促進に関する法律（平 できると認められる団体（法人格のない 要な施設 知）
成22年法律第67号 以下 六次産業化法 団体においては、代表者の定め及び組織 （２）農林水産物等処理加工のために必要。 「 」
という ）等の認定者は着実に増加して ・運営についての規約の定めがあり、か な施設 ６次産業化。
いるところだが、認定者の投資は依然と つ 特定の構成員の加入脱退と関係なく （３）農林水産物の高付加価値化、地域の 推進整備事、 、
して進みがたい実情にある。 一体として経済活動の単位になっている 生産・加工との連携等を図る農林水産 業における

このため、六次産業化法等の認定を受 ものに限る 、及びこれらの団体が主 物等の総合的な販売施設 費用対効果。）
けた農林漁業者等が農林水産物の高付加 たる構成員又は出資者となっている法人 （４）捕獲獣肉等提供のために必要な施設 分析の実施
価値化等を図るために必要な機械・施設 なお、構成員に３戸以上の農林漁業者 （５）収穫後用病害虫防除のために必要な に つ い て
の整備を支援することにより、農林漁業 を含まない団体にあっては、常時雇用者 施設 （平成２４
者等による６次産業化の取組を促進し、 を３名以上雇用している又は常時雇用者 （６）未利用資源活用のために必要な施設 年４月２０
農山漁村における雇用の創出と所得の向 を新たに３名以上雇用する目標及びその （７ （１）～（６）の附帯施設 日付け２３）
上を図ることとする。 達成のためのプログラムが設定されてい 第４０７０

ること。 ２ 農林水産物等の生産のために必要な施 号食料産業
設等 局長通知）

２ 食品産業事業者 （１）簡易土地基盤整備
食品の製造等を行う中小企業者等（中 （２）農業用水のために必要な施設

小企業基本法（昭和38年法律第154号） （３）営農飲雑用水のために必要な施設
第２条第１項に規定する中小企業者（個 （４）高生産性農業用のために必要な施設
人を除く。又は農業協同組合等）であっ （５）乾燥調製貯蔵のために必要な施設
て、農林漁業者団体等（農林漁業者団体 （６）育苗のために必要な施設
又は３戸以上の農林漁業者をいう ）と （７）水産用種苗生産・蓄養殖のために必。
連携する者をいう。 要な施設

（８）高品質堆肥製造のために必要な施設
（９）新技術活用種苗等供給のために必要

な施設
（10）特用林産物生産のために必要な施設
（11）農林水産物運搬のために必要な施設
（12）特認施設
（13 （1）～（12）の附帯施設）

３ 食品の加工・販売のために必要な施設
（１）食品産業事業者が自ら行う食品の加

工・販売のために整備する施設
（２ （１）の附帯施設）


